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○議長 横尾 武志君 

おはようございます。 

会議に先立ちまして、４月１日付で新たにモーターボート競走事業管理者が就任されておりま

すので、御挨拶をお願いいたします。 

○モーターボート競走事業管理者 藤崎 隆好君 

おはようございます。４月１日付でモーターボート競走事業管理者に就任しました藤崎です。 

ボートレース事業につきましては、電話投票の売上げが好調に推移しておりまして、令和２年

度のボートレース業界全体の売上げについては２兆円を超え、これは平成４年度以来の２兆円突

破という状況になっております。ボートレース芦屋としましてもモーニングレースが好調に推移

しておりまして、また、２月に開催しましたレディースオールスターでは目標を大きく上回る１

００億円を超えるような状況となっておりまして、２年度の総売上げとしましては８２０億円と

これまでの過去最高の売上げとなっております。ボートレース事業の目的は、町の財政に寄与す

ることであります。このため現在の好調な売上げを維持し、今後とも安定的に一般会計に繰り出

しができるよう収益の確保に努めてまいりたいと考えております。 

また、本年７月にはＳＧオーシャンカップを開催いたします。これに併せて現在、改修工事を

行っております多目的ホール夢リア、それから、西プラザに整備中の遊具施設モーヴィをオープ

ンさせるべく現在進めているところであります。これらの施設を活用していくことで、業界で進

めております本場３０キロ圏域の来場促進を図りますとともに、地域に愛されるレース場づくり

に取り組んでまいりたいと考えておりますので、議員の皆様の今後とも御支援、御協力のほどを

よろしくお願いいたします。 

以上、簡単ではございますが就任の御挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いしま

す。 

〔拍 手〕 

○議長 横尾 武志君 

また、同日付で課長の異動があっておりますので、副町長から報告をしていただきます。副町

長。 

○副町長 中西 新吾君 

おはようございます。令和３年４月１日付で新配置となった課長の紹介を行います。 

新たに課長昇格となりました福祉課長の智田寛俊です。 

○福祉課長 智田 寛俊君 

よろしくお願いいたします。 

○副町長 中西 新吾君 



- 2 - 

健康・こども課長の志村亮二です。 

○健康・こども課長 志村 亮二君 

よろしくお願いします。 

○副町長 中西 新吾君 

環境住宅課長の小田武文です。 

○環境住宅課長 小田 武文君 

よろしくお願いします。 

○副町長 中西 新吾君 

続きまして、配置変更となりました課長を紹介いたします。 

教育委員会、学校教育課長の木本拓也です。 

○学校教育課長 ⽊本 拓也君 

よろしくお願いします。 

○副町長 中西 新吾君 

ボートレース事業局次長、井上康治です。 

○ボートレース事業局次長 井上 康治君 

よろしくお願いします。 

○副町長 中西 新吾君 

同じく事業課長、新開晴浩です。 

○事業課長 新開 晴浩君 

よろしくお願いします。 

○副町長 中西 新吾君 

以上、課長昇格３名、配置異動３名の紹介を終わります。よろしくお願いいたします。 

〔拍 手〕 

○議長 横尾 武志君 

以上で報告は終わります。 

……………………………………………………………………………… 

午前 10時 04分開会 

○議長 横尾 武志君 

それでは、直ちに会議を始めます。 

ただいま出席議員は１２名で、会議は成立いたします。よって、ただいまから令和３年第１回

芦屋町議会臨時会を開会いたします。 

それでは、お手元に配付しております議事日程に従って、会議を進めてまいります。 
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────────────・────・──────────── 

日程第１．会期の決定について 

○議長 横尾 武志君 

まず日程第１、会期の決定を議題といたします。 

お諮りします。本臨時会の会期は本日１日限りにしたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 横尾 武志君 

御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会議録署名議員の指名について 

○議長 横尾 武志君 

次に日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

署名議員については、芦屋町議会会議規則第１２７条の規定により、４番、萩原議員と８番、

妹川議員を指名しますので、よろしくお願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．選挙第１号 

○議長 横尾 武志君 

次に日程第３、選挙第１号、芦屋町選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙を行います。 

芦屋町選挙管理委員会委員及び同補充員の任期が令和３年４月２６日をもって満了となるため、

新たに選挙により委員の選出を行うものです。 

お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項により指名推選の方法で

行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 横尾 武志君 

御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

お諮りします。指名の方法は、議長が指名することにしたいと思いますが御異議ございません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 横尾 武志君 

御異議なしと認め、議長が指名いたします。 

まず選挙管理委員会委員について、書記に原案を朗読させます。書記。 

○書記 横田 和雄君 
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選挙管理委員会委員、本郷恭子氏、西浜町１番２２号、昭和２３年２月２６日生まれ。柴田正

裕氏、山鹿３９番２６号、昭和２４年７月２日生まれ。豊岡正幸氏、正門町９番５号、昭和３２

年３月３日生まれ。池田すみ子氏、花美坂５番７号、昭和３５年８月３１日生まれ。 

以上４名でございます。 

○議長 横尾 武志君 

お諮りします。ただいま指名しました４名の方を選挙管理委員会委員の当選人に決定すること

に御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 横尾 武志君 

御異議なしと認め、ただいま指名しました４名の方が選挙管理委員会委員に当選されました。 

次に選挙管理委員会委員補充員について、書記に原案を朗読させます。書記。 

○書記 横田 和雄君 

選挙管理委員会委員補充員、１号、中西一美氏、大字山鹿１０７２番地１、昭和２６年３月１

１日生まれ。２号、向井米子氏、中ノ浜１２番１２号、昭和２２年４月１６日生まれ。３号、加

藤まゆみ氏、船頭町７番３号、昭和２９年４月２１日生まれ。４号、梶原鉄太郎氏、正門町１３

番５号、昭和３６年７月６日生まれ。 

以上４名でございます。 

○議長 横尾 武志君 

お諮りします。ただいま指名しました４名の方を選挙管理委員会委員補充員の当選人に決定す

ることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 横尾 武志君 

御異議なしと認め、ただいま指名しました４名の方が、順序のとおり選挙管理委員会委員補充

員に当選されました。 

ここで、ただいまからしばらく休憩いたします。 

午前10時08分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時13分再開 

○副議長 内海 猛年君 

再開します。 

本日４月８日付をもって、横尾議長から議長の辞職願が提出されました。よって、議長に代わ

りまして副議長が議事を進めてまいります。 
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お諮りします。議長の辞職を日程に追加し、追加日程第１として議題とすることに御異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長 内海 猛年君 

御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

追加日程第１．許可第１号 

○副議長 内海 猛年君 

それでは追加日程第１、許可第１号、議長の辞職を議題といたします。 

地方自治法第１１７条の規定により横尾議員は除斥となりますので、退場を求めます。 

〔１２番 横尾 武志君 退場〕 

○副議長 内海 猛年君 

お諮りします。横尾議員の議長の辞職を許可することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長 内海 猛年君 

御異議なしと認め、横尾議員の議長の辞職を許可することに決定いたしました。 

横尾議員の入場を求めます。 

〔１２番 横尾 武志君 入場〕 

○副議長 内海 猛年君 

ただいま議長が欠員となりました。 

お諮りします。議長の選挙を日程に追加し、追加日程第２として選挙を行いたいと思いますが、

御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長 内海 猛年君 

御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

追加日程第２．選挙第２号 

○副議長 内海 猛年君 

それでは追加日程第２、選挙第２号、議長の選挙を行います。選挙の方法については投票で行

います。 

議場の閉鎖を命じます。 

〔議場閉鎖〕 
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○副議長 内海 猛年君 

ただいま出席議員は１２名です。 

会議規則第３２条第２項の規定により、開票立会人に松岡議員と本田議員を指名しますので、

よろしくお願いいたします。 

念のために申し上げます。公職選挙法に基づき、投票は単記無記名です。白票を投じたもの、

正規の投票用紙以外の用紙を使用したもの、２名以上の氏名を記載しているもの、他事を記載し

ているものにつきましては無効となります。また、投票の結果、法定得票数を超え、得票数が同

数の場合は、地方自治法第１１８条第１項の規定により公職選挙法第９５条第２項の規定を準用

して、くじで当選人を決定することになっております。 

それでは投票用紙を配付します。 

〔投票用紙配付〕 

○副議長 内海 猛年君 

配付漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長 内海 猛年君 

配付漏れなしと認めます。 

投票箱を改めさせます。 

〔投票箱点検〕 

○副議長 内海 猛年君 

異常なしと認めます。 

ただいまから投票を行います。自席において被選挙人の氏名を投票用紙に記載し、点呼に応じ

て順次投票願います。 

点呼を命じます。 

〔書記点呼・議員投票〕 

……………………………………………………………………………………… 

        ２番  中西 智昭議員      ３番  長島  毅議員 

        ４番  萩原 洋子議員      ５番  信国  浩議員 

        ６番  本田  浩議員      ７番  松岡  泉議員 

        ８番  妹川 征男議員      ９番  辻󠄀本 一夫議員 

       １０番  小田 武人議員     １１番  川上 誠一議員 

       １２番  横尾 武志議員      １番  内海 猛年議員 

……………………………………………………………………………………… 
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○副議長 内海 猛年君 

投票漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長 内海 猛年君 

投票漏れなしと認めます。以上で投票を終わります。 

ただいまから開票を行います。松岡議員と本田議員、開票立会いのため演壇前までお越し願い

ます。 

〔開 票〕 

○副議長 内海 猛年君 

選挙の結果を報告します。 

投票総数１２票、有効投票数１１票、無効投票数１票です。有効投票数中、辻󠄀本議員１０票、

川上議員１票、以上のとおりです。 

この選挙の法定得票数は３票です。したがって、辻󠄀本議員が議長に当選されました。 

議場の閉鎖を解きます。 

〔議場開鎖〕 

○副議長 内海 猛年君 

議長に当選された辻󠄀本議員が議場におられますので、本席から、会議規則第３３条第２項の規

定により当選の告知をいたします。 

それでは辻󠄀本議員、演壇にて当選承諾及び御挨拶をお願いいたします。 

○議長 辻󠄀本 一夫君 

一言、御挨拶を申し上げます。 

ただいま議員各位の御推挙により議長に就任することとなり、誠に光栄に存じます。私は全身

全霊を打ち込んで事に当たり、公正を旨とし、議会の円滑なる運営を図り、芦屋町のますますの

発展と地方自治の振興のために全力を尽くす所存でございます。 

しかし、浅学非才の身であり、皆様の御協力なしには議長の重責を全うすることは不可能でご

ざいます。ここに、議員各位並びに執行部各位の御支援と御協力を心からお願い申し上げまして、

就任の挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。 

〔拍 手〕 

○副議長 内海 猛年君 

これで議長選挙は終わりました。御協力ありがとうございました。 

辻󠄀本議長、議長席にお着きください。 

〔副議長退席、議長着席〕 
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○議長 辻󠄀本 一夫君 

どうぞ、よろしくお願いいたします。 

それでは、しばらく休憩をいたします。 

午前10時35分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時54分再開 

○議長 辻󠄀本 一夫君 

再開します。 

本日４月８日付をもって、内海副議長をはじめ各常任委員会委員、議会運営委員会委員及び議

会選出の各議員から辞職願が提出されましたので、この際、追加日程第３、許可第２号から、追

加日程第１０、選挙第５号までを日程に追加したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 辻󠄀本 一夫君 

御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

追加日程第３．許可第２号 

○議長 辻󠄀本 一夫君 

それでは、まず追加日程第３、許可第２号、副議長の辞職を議題といたします。 

地方自治法第１１７条の規定により内海議員は除斥となりますので、退場を求めます。 

〔１番 内海 猛年君 退場〕 

○議長 辻󠄀本 一夫君 

お諮りします。内海議員の副議長の辞職を許可することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 辻󠄀本 一夫君 

御異議なしと認め、内海議員の副議長の辞職を許可することに決定いたしました。 

内海議員の入場を求めます。 

〔１番 内海 猛年君 入場〕 

────────────・────・──────────── 

追加日程第４．選挙第３号 

○議長 辻󠄀本 一夫君 

ただいま副議長が欠員となりましたので、ここで追加日程第４、選挙第３号、副議長の選挙を

行います。 
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お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項により指名推選の方法で

行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 辻󠄀本 一夫君 

御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

お諮りします。指名の方法は、議長が指名することにしたいと思いますが御異議ございません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 辻󠄀本 一夫君 

御異議なしと認め、議長が指名することに決定いたしました。 

副議長に内海議員を指名します。 

お諮りします。ただいま指名しました内海議員を、副議長の当選人に決定することに御異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 辻󠄀本 一夫君 

御異議なしと認めます。よって、副議長に内海議員が当選されました。内海議員が議場におら

れますので、本席から、会議規則第３３条第２項の規定により当選の告知をいたします。 

それでは内海副議長、演壇にて当選承諾及び御挨拶をお願いします。 

○副議長 内海 猛年君 

このたび議員各位の御推挙によりまして引き続き副議長の職を賜り、身に余る光栄でございま

す。何分、未熟ではございますが、議員各位の絶大なる御支援と御鞭撻を賜りながら、この重責

を全うすべく頑張ってまいりますので、どうかよろしくお願い申し上げます。 

誠に簡単ではございますが、就任の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

〔拍 手〕 

○議長 辻󠄀本 一夫君 

これで副議長選挙は終わりました。御協力ありがとうございました。 

それでは会議を続けます。 

────────────・────・──────────── 

追加日程第５．議席の指定 

○議長 辻󠄀本 一夫君 

次に追加日程第５、議席の指定を行います。ただいまより議席表を配付いたします。 

〔議席表配付〕 
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○議長 辻󠄀本 一夫君 

議席については会議規則第４条第３項の規定により、議長がお手元の議席表のとおり指定しま

す。なお、本日は名札の取替えができませんので、今の議席のままで会議を進行させていただき

ます。御協力のほど、お願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

追加日程第６．許可第３号 

○議長 辻󠄀本 一夫君 

次に追加日程第６、許可第３号、常任委員会委員、議会運営委員会委員の辞任を議題といたし

ます。 

お諮りします。委員会条例第１２条第２項の規定により、常任委員会委員、議会運営委員会委

員の辞任を許可することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 辻󠄀本 一夫君 

御異議なしと認めます。よって、常任委員会委員、議会運営委員会委員の辞任を許可すること

に決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

追加日程第７．発議第１号 

○議長 辻󠄀本 一夫君 

ただいま常任委員会委員、議会運営委員会委員が欠員となりましたので、ここで追加日程第７、

発議第１号、常任委員会委員の選任を議題といたします。 

希望する委員会があれば、ただいまから配付する用紙に記入し、事務局まで提出してください。 

それでは用紙を配付します。 

〔希望する委員会用紙配付〕 

○議長 辻󠄀本 一夫君 

ここでしばらく休憩いたします。 

午前11時02分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時45分再開 

○議長 辻󠄀本 一夫君 

再開します。 

常任委員会委員の選任については、委員会条例第７条第４項の規定により議長が指名します。

ただいまから書記に原案を朗読させます。書記。 
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○書記 横田 和雄君 

総務財政常任委員会、横尾武志議員、辻󠄀本一夫議員、妹川征男議員、本田浩議員、信国浩議員、

長島毅議員、以上６名でございます。 

民生文教常任委員会、川上誠一議員、小田武人議員、内海猛年議員、松岡泉議員、萩原洋子議

員、中西智昭議員、以上６名でございます。 

○議長 辻󠄀本 一夫君 

お諮りします。ただいま朗読しましたとおり指名することに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 辻󠄀本 一夫君 

御異議なしと認めます。よって、総務財政常任委員会委員及び民生文教常任委員会委員は、そ

れぞれ原案のとおり決定いたしました。 

総務財政常任委員会及び民生文教常任委員会正副委員長につきまして、ただいまからそれぞれ

互選していただきますようお願いいたします。 

ここでしばらく休憩いたします。 

午前11時47分再開 

……………………………………………………………………………… 

午前11時56分再開 

○議長 辻󠄀本 一夫君 

再開します。 

総務財政常任委員会及び民生文教常任委員会におきまして正副委員長の互選が行われ、結果報

告がありました。 

総務財政常任委員長に横尾議員、副委員長に長島議員、民生文教常任委員長に松岡議員、副委

員長に中西議員、以上のとおり決定いたしました。 

次に、議会広報常任委員会委員及び議会運営委員会委員について、総務財政常任委員会及び民

生文教常任委員会において各３名を互選していただき、その結果は後ほど報告してください。 

ここでしばらく休憩いたします。 

午前11時57分再開 

……………………………………………………………………………… 

午後１時45分再開 

○議長 辻󠄀本 一夫君 

再開します。 

次に議会広報常任委員会の選任について、議長が指名します。 
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ただいまから書記に原案を朗読させます。書記。 

○書記 横田 和雄君 

議会広報常任委員会、内海猛年議員、本田浩議員、信国浩議員、萩原洋子議員、長島毅議員、

中西智昭議員、以上６名でございます。 

○議長 辻󠄀本 一夫君 

お諮りします。ただいま朗読しましたとおり指名することに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 辻󠄀本 一夫君 

御異議なしと認めます。よって、議会広報常任委員会委員は原案のとおり決定いたしました。 

議会広報常任委員会正副委員長につきまして、ただいまからそれぞれ互選していただきますよ

うお願いいたします。その結果は後ほど報告してください。 

ここでしばらく休憩いたします。 

午後１時46分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時56分再開 

○議長 辻󠄀本 一夫君 

再開します。 

議会広報常任委員会におきまして正副委員長の互選が行われ、結果報告がありました。 

議会広報常任委員長に萩原議員、副委員長に信国議員、以上のとおり決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

追加日程第８．発議第２号 

○議長 辻󠄀本 一夫君 

次に追加日程第８、発議第２号、議会運営委員会委員の選任を議題といたします。 

議会運営委員会委員の選任については、委員会条例第７条第４項の規定により議長が指名しま

す。 

ただいまから書記に原案を朗読させます。書記。 

○書記 横田 和雄君 

議会運営委員会、横尾武志議員、川上誠一議員、小田武人議員、妹川征男議員、松岡泉議員、

長島毅議員、以上６名でございます。 

○議長 辻󠄀本 一夫君 

お諮りいたします。ただいま朗読いたしましたとおり指名することに、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長 辻󠄀本 一夫君 

御異議なしと認めます。よって、議会運営委員会委員は原案のとおり決定いたしました。 

議会運営委員会正副委員長につきまして、ただいまからそれぞれ互選していただきますようお

願いいたします。その結果は後ほど報告してください。 

ここでしばらく休憩いたします。 

午後１時57分再開 

……………………………………………………………………………… 

午後２時08分再開 

○議長 辻󠄀本 一夫君 

再開します。 

議会運営委員会におきまして正副委員長の互選が行われ、結果報告がありました。 

議会運営委員長に小田議員、副委員長に長島議員、以上のとおり決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

追加日程第９．選挙第４号 

○議長 辻󠄀本 一夫君 

次に追加日程第９、選挙第４号、遠賀・中間地域広域行政事務組合議会議員の選挙を行います。 

お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項により指名推選の方法で

行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 辻󠄀本 一夫君 

御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

ただいまから書記に原案を朗読させます。書記。 

○書記 横田 和雄君 

遠賀・中間地域広域行政事務組合議会議員、横尾武志議員、内海猛年議員、中西智昭議員、以

上３名でございます。 

○議長 辻󠄀本 一夫君 

お諮りします。ただいま指名しましたとおり、本選挙の当選人に決定することに御異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 辻󠄀本 一夫君 

御異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました３名が本選挙の当選人に決定いたしま

した。当選されました３名の方に対して、本席から、会議規則第３３条第２項の規定により当選
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の告知をいたします。 

────────────・────・──────────── 

追加日程第１０．選挙第５号 

○議長 辻󠄀本 一夫君 

次に追加日程第１０、選挙第５号、福岡県介護保険広域連合議会議員の選挙を行います。 

お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項により指名推選の方法で

行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 辻󠄀本 一夫君 

御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

ただいまから書記に原案を朗読させます。書記。 

○書記 横田 和雄君 

福岡県介護保険広域連合議会議員、川上誠一議員、以上でございます。 

○議長 辻󠄀本 一夫君 

お諮りします。ただいま指名しましたとおり、本選挙の当選人に決定することに御異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 辻󠄀本 一夫君 

御異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました川上議員が本選挙の当選人に決定いた

しました。当選されました川上議員に対して、本席から、会議規則第３３条第２項の規定により

当選の告知をいたします。 

────────────・────・──────────── 

○議長 辻󠄀本 一夫君 

以上で、本日の議事は全て終了いたしました。 

これをもって本日の会議を閉じ、併せて令和３年第１回芦屋町議会臨時会を閉会いたします。 

長時間の御審議、お疲れさまでございました。 

午後２時 11分閉会 
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